
お知らせ
資料提供先：三次記者クラブ

令和６年８月２９日

～三次市・国土交通省「観光おもてなし拠点づくり」始動～

令和６年８月８日付けで「かわまちづくり支援制度」に「巴峡三次かわまちづくり計画」

が国土交通省水管理・国土保全局長により登録されました。

下記日時にて三次市長へ登録証の伝達式を行います。

かわまちづくり登録証伝達式を開催

＜問い合わせ先＞
国土交通省三次河川国道事務所 TEL：（０８２４）６３－４１２１

副所長（河川担当）濱 本 賢 太 郎
【担当】 事業対策官 西尾 仁志

はまもと けんたろう

にしお ひとし Ⅹ(旧Twitter)による
情報発信中

「巴峡三次かわまちづくり計画」登録証伝達式

１．日時：令和６年9月5日（木） １１：３０～１２：0０
２．開催場所：三次市 本館３階会議室

３．内容：別紙「巴峡三次かわまちづくり計画」登録伝達式 式次第（案）

のとおり。

はきょうみよし

はきょうみよし

はきょうみよし

※「巴峡三次かわまちづくり」の概要については「別紙１」
「かわまちづくり支援制度の概要」については「参考１」をご覧下さい。



別 紙 

 

「巴峡三次かわまちづくり計画」登録伝達式 

 

日 時：令和 6年 9月５日（木） 11:30～12:00 

場 所：三次市 本館３階会議室 

 

式 次 第（案） 

 

１ 開会 

 

２ 国土交通省中国地方整備局 河川部長 挨拶 

 

３ かわまちづくり計画登録証伝達 

 

４ 計画者代表 挨拶（三次市長） 

 

５ 記念撮影 

 

６ 閉会 

 

 

※閉会後、取材対応 



「巴峡三次かわまちづくり」（広島県三次市）
は き ょ う みよし

１．概 要

三次市は、観光消費額が広島県平均に比べて低く、「地方創生」の観点から、戦略的に観光を推進する
ことが必要とされています。観光の推進に向けては、伝統漁法「三次の鵜飼」、尾関山周辺の桜並木等、
河川の資源・魅力を一体的に活用することが課題の一つとなっています。また、三川合流部周辺は、美術
館や博物館といった「観る」観光資源を多く有する一方、「体験する」観光コンテンツを開発することも
課題となっています。

これら課題の解決に寄与するため、本計画では、「三次の鵜飼」を活かした遊覧船の運航及び、カヤッ
ク等の体験コンテンツや観光拠点（キャンプ・ＢＢＱ、出店ブース等）の整備による沿川エリアの魅力向
上、レールカート、グリーンスローモビリティ等、沿川の観光拠点や既往の観光資源を一体的に周遊でき
る整備を推進します。

国土交通省では、この取組に対し、安全な利用に必要な河川管理施設（親水護岸、管理用通路等）を整
備するほか、河川敷地占用許可準則22条に基づく、都市・地域再生等利用区域の指定等の支援を実施して
いきます。

み よ し し

対象河川：一級河川 江の川水系江の川、馬洗川、西城川 【国管理河川】

市町村名：広島県三次市

推進主体：三次市

ごうのかわ ばせんがわ さいじょうがわ

みよしし

みよしし

２．主な整備内容（整備期間：令和７年度～令和１１年度）

•河川の資源・魅力を活用した体験型観光拠点づくり

 親水護岸や管理用通路（散策路）等の整備

 キャンプ・BBQ、出店ブース等の整備

 観光資源を結ぶ交通手段（グリーンスローモビリティ、レールカート・レールマウンテンバイク、遊覧

船等）の整備

 準則22条に基づく、都市・地域再生等利用区域の指定を推進

別紙１
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※今後、工事実施のための詳細な設計等を実施することにより、実施内容を変更する場合があります。

イベント
広場整備

駐車場増設

十日市
親水公園

鵜飼
乗船場



河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、文化及び
観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理者
の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す。

・都市・地域再生等利用区域の指定等による民間事業者等のオープンカフェ
等への河川空間の多様な利活用の促進

・優良事例に関する情報提供や必要な調査等により、計画の実現を支援

・治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理用通路や親水護岸
等の施設整備を通じ、まちづくりと一体となった水辺整備を支援。
（市町村、民間事業者が河川空間の利用施設を整備）

都市・地域再生等利用区域の指定の適用事例

先進的な取組の情報提供

親水護岸の利用
（新町川／徳島市）

河川管理用通路の利用
（最上川／長井市）

ソフト施策による支援 ハード施策による支援

かわまちづくり支援制度の概要

オープンカフェの設置
（京橋川／広島市）

遊歩道の民間活用
（道頓堀川／大阪市）

民間事業者の参加
（信濃川／新潟市）

賑わい拠点の整備
（木曽川／美濃加茂市）

参考１

令和６年８月時点（全国） ：２８６地区
令和６年８月時点（中国地方）： ２０地区
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